
①利用者目線
⚫ 対象者 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所等に

通っていない０歳６か月児～２歳児（満３歳児は対象外）

⚫ 利用時間上限 月１０時間

⚫ 保護者負担額 300円/人/時間

⚫ 利用調整 施設と利用者の私的契約

②事業者目線
⚫ 実施施設 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子

育て支援拠点、児童発達支援センター 等

⚫ 利用料収入 委託料850円/人/時間（障害児は400円加算）

⚫ 設備基準 一時預かり事業と同等（面積要件（0・1歳児：3.3㎡、2歳児：1.98㎡）ほか）

⚫ 保育士の配置 原則、専従職員を2人以上配置

⚫ 利用者の選考 利用可能枠の範囲で利用の申し込みがあった場合には、 当該こどもを受入れなけれ
ばならない。

令和６年度こども誰でも通園制度概要



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

市

事
業
者

利
用
者

事前登録、面談（任意）、利用申込（6/17～7/16）

市政だより

事業者公募（3/1～3/29）

スケジュール（予定）

事業実施申請書提出

受け入れ開始

利用開始

利用申請書提出（5/1～5/31）

事業実施認定通知発送

認定審査期間（4/1～4/30）

利用承認通知書発送（6/14）

幼稚園協会事前説明（2/27、3/7）

事業者向けZOOM説明会（5/15）民保協事前説明（2/20、3/7）

公募に伴うZOOM説明会（3/8）

補助金交付申請書提出

補助金交付申請受付（5/1～5/31）

概算払い
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⑦施設利用


